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今
後
の
教
育
方
針
に
つ
い
て

	

今
後
の
学
校
の
統
廃
合
計
画
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

	

小
学
校
は
、
基
本
的
に
現
在
の

学
校
を
維
持
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
考
え
て
い
る
が
、
複
式
学
級
や
、
今

後
そ
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
学

校
の
在
り
方
の
検
討
を
開
始
す
る
。

	

過
大
規
模
校
へ
の
対
応
も
必
要

で
は
な
い
の
か
。

	

一
定
年
度
先
に
31
学
級
以
上
と

な
る
可
能
性
が
あ
る
学
校
と
規
定
し

て
お
り
、
分
離
新
設
、
通
学
区
域
の

見
直
し
、
施
設
の
増
築
等
、
保
護
者

や
地
域
住
民
と
検
討
す
る
。

	

大
規
模
校
か
ら
小
規
模
校
へ
の

転
入
条
件
の
緩
和
は
で
き
な
い
の
か
。

	

小
規
模
特
認
校
制
度
は
、
統
合

を
協
議
す
る
中
で
、
保
護
者
等
か
ら

要
望
が
あ
れ
ば
検
討
す
る
。

	

老
朽
化
対
策
の
予
算
は
年
々
増

え
て
い
る
が
、
予
算
は
確
保
で
き
て

い
る
の
か
。

Q
R

ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
交
流
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り

　

本
市
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
、

文
化
な
ど
、
市
内
の
公
共
施
設
等
を

利
用
し
、
全
国
か
ら
多
く
の
若
者
が

本
市
を
訪
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、

全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
成
績
を
上
げ

て
い
る
学
校
が
毎
年
合
宿
し
て
お

り
、
た
つ
の
市
が
聖
地
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
。
全
国
か
ら
訪
れ
る

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
活
動
に
優
秀
な
学

生
と
、
市
内
の
児
童
・
生
徒
・
市
民

を
つ
な
ぎ
、
交
流
の
機
会
を
つ
く
る

こ
と
で
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に

発
展
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、

次
の
２
点
を
問
う
。

	

合
宿
等
で
訪
れ
た
人
数
は
ど
の

く
ら
い
な
の
か
。

	

令
和
４
年
度
は
、
体
育
施
設
、

文
化
施
設
、
志
ん
ぐ
荘
に
お
い
て
、

延
べ
８
千
２６８
人
で
あ
る
。

	

合
宿
等
で
本
市
を
訪
れ
る
学
校

と
地
元
学
校
と
の
交
流
（
合
同
練
習

	

老
朽
化
を
含
め
、
修
繕
等
に
必

要
な
予
算
に
つ
い
て
は
、
学
校
園
か

ら
の
要
望
や
担
当
職
員
が
現
場
確
認

を
行
い
、
必
要
な
も
の
を
予
算
要
求

し
て
い
る
。
緊
急
時
の
も
の
は
、
一

定
額
確
保
し
て
お
り
、
不
足
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
補
正
予
算
を
要
求

し
て
対
応
し
て
い
る
。

職
員
の
採
用
と
資
質
向
上
に
つ
い
て

	

経
験
豊
か
な
会
計
年
度
任
用

職
員
の
正
規
職
員
任
用
と
様
々
な
資

格
を
持
っ
た
専
門
職
の
採
用
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。

	

正
規
職
員
の
採
用
に
当
た
っ

て
は
、
年
齢
要
件
を
40
歳
ま
で
拡
大

し
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含
め
民

間
企
業
等
の
職
務
経
験
者
等
、
幅
広

く
優
秀
な
人
材
の
確
保
に
努
め
て
い

る
。
ま
た
、
高
度
な
専
門
知
識
や
ノ
ウ

ハ
ウ
を
必
要
と
す
る
業
務
に
お
い
て

は
、
期
限
付
き
で
任
用
し
て
い
る
。

	

多
様
な
市
民
か
ら
の
相
談
等
に

対
応
す
る
た
め
、
職
員
の
資
質
向
上

が
必
要
だ
が
、
資
格
取
得
の
体
制
は

と
れ
て
い
る
の
か
。

	

職
員
が
資
格
の
試
験
を
受
験
、

更
新
す
る
場
合
は
、
職
務
専
念
義
務

を
免
除
す
る
ほ
か
、
公
費
で
講
習
を

受
講
さ
せ
、
資
格
取
得
を
支
援
し
て

い
る
。

会
、
演
奏
会
、
見
学
会
等
）
を
広
げ

る
た
め
、
市
が
マ
ッ
チ
ン
グ
を
し
、

児
童
生
徒
や
市
民
と
の
交
流
の
機
会

を
作
る
窓
口
の
一
元
化
を
図
れ
な
い

の
か
。

	

市
（
教
育
委
員
会
）
窓
口
の
一

元
化
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

市
空
き
家
対
策
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

先
の
第

２１１
回
通
常
国
会
で
「
空

き
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
が
可
決
、
成
立
し
た
。
地
方
自

治
体
へ
の
空
き
家
対
策
の
対
応
強
化

が
求
め
ら
れ
、
本
市
に
お
い
て
も
、

住
む
こ
と
の
で
き
な
い
空
き
家
が
増

加
し
、
劣
化
、
損
傷
は
予
想
以
上
に

進
み
、
放
置
し
て
お
け
な
い
現
実
が

迫
っ
て
い
る
。

	

令
和
２
年
12
月
議
会
で
も
条
例

制
定
の
質
問
を
行
っ
た
。
今
回
の
法

改
正
に
沿
い
、
地
域
の
実
情
に
合
っ

た
空
き
家
条
例
を
策
定
す
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
、
改
め
て
問
う
。

	

本
市
の
実
情
に
合
っ
た
条
例
制

定
に
向
け
て
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

Q&A スポーツ、文化交流によるまちづくり／市空き家対策条例の制定について

Q&A 今後の教育と人権施策・職員の資質向上について

そ
の
他
の
質
問
事
項

●
特
定
空
き
家
等
未
改
善
対
策
に
つ

い
て

●
相
続
放
棄
と
（
民
法
第
９４０
条
等
）

市
の
対
応
つ
い
て
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